
 

 

  

 

●
日 

時 

五
月
三
十
一
日(

第
５
日
曜
日)  

 
 
 
 

午
後
一
時
よ
り
午
後
三
時 

 
 
 
 
 

（
お
菓
子
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
近
況
報
告 

午
後
一
時
よ
り
午
後
一
時
十
五
分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

●
法
話 

 

午
後
一
時
十
五
分
よ
り
午
後
二
時 

 
 
 
 
 

興
禅
寺
住
職 

 

北
村
学
爾 

老
師 

 
 
 

演
題 

『 

布
施 

❘ 

思
い
や
り
の
心
を
育
て
て 

』 

  
 

●
報
恩
会
の
法
要
（
午
後
二
時
十
五
分
よ
り
午
後
三
時
） 

 

 
 
 
 

檀
家
一
同
と
読
経
回
向
法
要
終
了
後
各
自 

 
 
 

 
 

本
堂
よ
り
塔
婆
を
持
っ
て
御
先
祖
様
の 

 
 
 
 
  

お
墓
参
り
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

●
報
恩
会
当
日
ご
持
参
願
い
た
い
も
の 

 
 
 

東
陽
寺
報
（
令
和
二
年
第
４
３
号
） 

普
山
式
・
退
董
式
記
念
の
輪
袈
裟
及
び
数
珠  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

      

 

● 

そ
の
他 

例
年
の
よ
う
に
報
恩
会
の
法
要
料
と
し
て
５
千
円
（
回
向 

 

及
び
塔
婆
料
含
む
）
を
当
日
来
寺
の
と
き
受
付
に
て
お
願
い 

 

致
し
ま
す
。 

 
 

都
合
に
よ
り
報
恩
会
に
お
い
で
に
な
れ
な
い
方
は
、
同
封
の 

 
 

郵
便
振
替
用
紙
に
て
皆
様
ご
送
金
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

当
寺
に
て
お
塔
婆
を
上
げ
供
養
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

東
陽
寺
報 

 

令
和
二
年 

 

第
４
３
号 

 

花
売
り
だ
よ
り 

報
恩
会
当
日 

東
陽
寺
境
内
で 

一
束
七
百
五
十
円
で
売
っ
て
お
り
ま
す
。
他
よ
り
購

入
す
る
こ
と
な
く
ご
利
用
下
さ
い
。
遠
く
か
ら
い
ら

っ
し
ゃ
る
お
檀
家
様
の
為
に
も
、
今
後
長
く
境
内
で

販
売
が
出
来
る
様
に
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

 
 
 
 

 

一
、
大
報
恩
会
の
ご
案
内 

 



 

 

 
二
、
東
陽
寺
十
大
ニ
ュ
ー
ス 

 
令
和
元
年
を
振
返
り
、
住
職
独
断
の
東
陽
寺
十
大
ニ
ュ
ー
ス
を

挙
げ
て
み
ま
す
。 

第
一
位
は
、
昭
和
の
中
ご
ろ
か
ら
平
成
最
後
ま
で
東
陽
寺
の
総
代
を
、

長
き
に
亘
り
務
め
た
長
野
靖
様
が
、
令
和
元
年
五
月
に
百
歳
で

天
寿
を
ま
っ
と
う
さ
れ
ま
し
た
。
御
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。 

第
二
位
は
、
東
陽
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
五
月
報
恩
会
に
向
け
開
設 

 
 

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

第
三
位
は
、
寺
に
係
わ
る
時
代
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
近
年
少

子
化
に
伴
う
御
檀
家
様
の
寺
維
持
形
態
変
化
の
流
れ
は
、
一
般

檀
家
制
度
に
則
っ
た
制
度
か
ら
永
代
供
養
に
則
っ
た
制
度
に

変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
十
数
年
の
東
陽
寺
の
維
持
形
態
を
調

査
し
た
結
果
、 

 

①
新
規
墓
地
購
入
檀
家
二
十
一
名 

 

②
新
規
永
代
供
養
二
十
四
名 

 

③
一
般
墓
地
よ
り
永
代
供
養
へ
移
転
十
七
名 

④
離
檀
六
名
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

今
後
も
調
査
を
継
続
し
、
現
行
の
永
代
供
養
へ
の
流
れ
に
沿
っ

た
、
寺
の
対
応
も
必
要
と
考
え
て
い
る
。 

第
四
位
は
、
昨
年
度
か
ら
一
年
半
に
わ
た
り
前
住
職(

東
堂)

よ
り
引
き

継
を
受
け
た
。
具
体
的
に
は
、
①
法
要
関
連
―
―
年
回
忌
・
葬 

儀
・
各
種
供
養 

②
寺
行
事
業
務
関
連
―
―
彼
岸
・
お
盆
・
報 

   

  

恩
会
・
施
食
会
・
正
月
・
檀
信
徒
研
修
会 

③
経
営
関
連
―
―
予

算
・
決
算
・
責
任
役
員
会 

④
業
務
上
の
関
係
者
・
紹
介
顔
合
わ

せ
―
―
顧
問
弁
護
士
・
会
計
士
・
仏
教
会 

⑤
登
記
・
関
係
諸
官

庁
・
銀
行
・
証
券
会
社
名
義
変
更 

書
類
一
式
等
で
す
。 

第
五
位
は
、
新
宿
区
大
龍
寺
太
田
孝
賢
老
師
が
、
私
の
師
匠
と
な
り
、 

 
 

そ
の
縁
で
毎
月
永
平
寺
別
院
の
お
勤
め
に
参
加
し
て
い
る
。 

第
六
位
は
、
檀
信
徒
研
修
会
と
し
て
、
昨
年
は
七
月
十
七
日
に
国
立
劇 

 

場
に
て
、
歌
舞
伎
鑑
賞
を
実
施
し
た
。 

尚
、
本
年
度
の
檀
信
徒
研
修
会
は
、
四
月
二
十
二
日
に
上
野
国
立

博
物
館
の
法
隆
寺
金
堂
壁
画
展
・
寛
永
寺
参
拝
を
予
定
し
て
い
た

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
に
よ
り
、
本
年
度
の
檀
信
徒

研
修
会
を
急
遽
中
止
と
し
た
。 

第
七
位
は
、
足
立
区
仏
教
会
行
事 

①
花
ま
つ
り
の
法
要 

②
年
末
助
け
合
い
募
金
の
為
、
托
鉢
僧
と

し
て
参
加
し
た
。 

第
八
位
は
、
本
年
度
寄
進
者
は
、 

 
 

長
野
榮
子
殿 

五
拾
萬
円 

黒
川
泰
芳
殿 

十
萬
円 

細
田
房
子
殿 

十
萬
円 

が
あ
っ
た
。 

第
九
位
は
、
新
檀
家
様
ご
紹
介 

 
 

木
村
様
・
薄
葉
様
が
入
檀
し
た
。
引
き
続
き
ご
親
戚
や
近
所
の
方

等
、
良
き
人
を
寺
に
ご
紹
介
下
さ
い
。 

第
十
位
は
、
新
住
職
就
任
の
お
祝
い
を
頂
き
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

名
越
登
子
様 

以
上
が
令
和
元
年
の
東
陽
寺 

十
大
ニ
ュ
ー
ス
で
す
。 

 
 

 



 

 

三
、
東
陽
寺
に
あ
る

江
戸
・
明
治
時
代
立
塔
墓
石 

 

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
江
戸
時
代
立
塔
の
墓
石
で
す
。 

既
に
、
足
立
区
の
有
形
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
塩
原
太
助
の
墓 

並
び
以
前
に
寺
報
で
東
陽
寺
の
過
去
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有
名
人 

小
野
半
左
衛
門
の
墓
に
つ
い
て
は
、
「
東
陽
寺
あ
れ
こ
れ
」
の
製
本
を
見

て
く
だ
さ
い
。 

前
回
令
和
元
年
４
２
号
の
東
陽
寺
住
職
の
墓
標
で
、
歴
住
の
お
墓
の
写
真

も
載
せ
ま
し
た
。
こ
の
お
墓
は
、
平
成
元
年
に
東
陽
寺
二
十
九
世
で
私
の
祖

父
で
あ
る
天
通
影
地
大
和
尚
が
亡
く
な
っ
た
時
に
立
塔
し
ま
し
た
。
こ
の
歴

住
の
墓
の
隣
に
小
さ
な
卵
型
（
無
縫
塔
型
）
の
墓
が
、
開
山
南
翁
玄
舜
大
和

尚
の
墓
で
す
。
南
翁
玄
舜
大
和
尚
は
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
年
）
遷
化
さ
れ

た
が
、
こ
の
写
真
の
墓
石
は
、
そ
の
当
時
の
も
の
で
な
く
、
明
和
九
年
（
一

七
七
二
年
）
に
東
陽
寺
十
世 

梅
霖
寶
樹
大
和
尚
に
よ
り
再
建
さ
れ
た
と
銘

文
に
刻
ま
れ
た
墓
で
あ
る
。 

 

 

 銘
文
は
次
の
通
り
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

正
面
中
央
に
「
當
寺
開
山 

大
峯
佛
雄
禪
師
南
翁
玄
舜
大
和
尚 

 

正
面
向
か
っ
て
右
に 

「
寛
永
元
年
甲
子
年
」（
１
６
２
４
年
） 

正
面
向
か
っ
て
左
に 

「
九
月
十
六
日
」 

背
面
に 

「
于
時
明
和
九
年
壬
辰
五
月
日 

現
住
梅
霖
改
之
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
１
７
７
２
年
） 

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
水
屋
横
の
六
地
蔵
様
の
横
に
あ
る
墓
で 

舟
形
光
背
型
の
碑
型
。
板
の
墓
石
で
す
。 

 

 

 こ
の
銘
文
は
次
の
通
り
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

峯
安
禅
定
門 

 
 
 

 
正
面
中
央
に 

 
 

成
翁
道
圓
信
士 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

妙
安
禅
定
尼 

 
 
 
 
 
 
 
 

成
室
妙
圓
信
女 

額
縁
に
紀
年
銘
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

右 

「
元
禄
十
五
（
１
６
８
３
年
）
壬
午
三
月
二
六
日 

十
二
月
九
日
」 

 
 
 
 
 
 
 

左 

「 

月
十
二
日
」 

 



 

 

 
先
に
紹
介
し
た
板
碑
型
の
墓
石
の
隣
に
あ
る
舟
形
光
背
型
の
地
蔵
菩
薩

型
の
墓
石
を
次
に
紹
介
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

  

 

  銘
文
は
次
の
通
り
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  
 

正
面
中
央
に
地
蔵
菩
薩
様
が
彫
ら
れ
、 

そ
の
右
に
「
空
性
智
顴
童
子 

俗
名 

そ
の
左
に
「
享
保
九
甲
辰
天
三
月
五
日
佐
川
才
治
郎
」 

 
 
 
 
 
 
 

（
１
７
２
４
年
） 

 

  

明
治
弐
八
年
二
月
十
九
日 

 

如 

嬰
児 

 
 

（
１
８
９
５
年
） 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

寶
永
四
年
亥
（
一
七
〇
五
年
）
十
二
月
十
九
日 

 
 

（
１
６
２
７
年
） 


